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令和 7年度 ＰＴＡ・後援会総会次第 

 

Ｉ ＰＴＡ・後援会総会   （14 時 0５分～14 時 5５分） 

 １ ＰＴＡ会長挨拶 

 ２ 後援会長挨拶 

 ３ 学 校 長 挨 拶 

 ４ 議 長 選 出 

 ５ ＰＴＡの議 題 

 （１）令和 6年度 事業報告及び会計決算報告（会計監査）について（ｐ.２～５） 

 （２）令和 7年度 役員、会計監査の選出について（ｐ.６～７） 

 （３）令和 7年度 事業計画及び予算案について（ｐ.８～９） 

 （４）ＰＴＡ会則 （ｐ.１０～１２） 

 

 ６ 後援会の議題 

 （１）令和 6年度 会計決算報告（会計監査）について（ｐ.１３～１４） 

 （２）令和 7年度 役員案について（ｐ.１５～１６） 

（３）令和 7年度 予算案について（ｐ.１７） 

 

  ７ 議 長 退 任 

  ８ 閉 会 の 挨 拶 

  ９ 諸 連 絡 

 

Ⅱ 学校からの説明   （15 時 05 分～15 時 35 分） 

    （１）教務部より（ｐ.１８～２１） 

    （２）生徒指導部より（ｐ.２２～２４） 

（３）キャリア教育グランドデザイン（ｐ.２５） 

    （４）進路指導部より（ｐ.２６～２９） 

    （５）いじめ対策委員会より（ｐ.３０～３１） 

 

 

 

Ⅲ 年次別懇談会など  （１5 時 45 分頃～懇談会終了後、解散）） 

  〔会 場〕  3年次：農･多目的教室 2 年次：第一体育館  1 年次：商業実習室 

                       



《常任委員会》 

月　　日 活　　動　　内　　容

４月　２３日（火） 第１回常任委員会（新旧常任委員会）

５月　１８日（土） ＰＴＡ・後援会総会

５月　３１日（金） 県高Ｐ連・安全互助会社員総会、研究協議会（新潟市：ホテルイタリア軒）　２名出席

７月　　６日（木） 第２回常任委員会

　９月 ６日（金） 第３回常任委員会　

１０月 ３日（木） 第４回常任委員会

１０月 １５日（火） いじめ対策総点検　１名参加

１０月 ２１日（月） 新潟県高Ｐ連進路対策委員会主催研修会　１名参加

１１月 ８日（金） 魚沼地区高等学校ＰＴＡ研修会（担当：八海高校/ホテル木の芽坂）　２名参加

１１月 １９日（火） 新潟県産業教育振興会　魚沼地区連絡会議　４名参加

２月　　7日（金） 第５回常任委員会

２月　２７日（木） 第2回学校評議委員会および地域の声を聞く会　出席者：藤ノ木会長

２月　２８日（金） 同窓会・後援会入会式（卒業式予行日）

３月　　３日（月） 第３０回卒業式

４月　8日（月） 入学式　　ＰＴＡ・後援会入会式

４月　２２日（火） 第６回常任委員会　（引き継ぎおよびＰＴＡ総会の計画審議　など）　

　　５月２４日（土） 総会事前準備、　ＰＴＡ・後援会総会

【引継事項等】
・北信越と全国のPTA連合大会へ参加者を出すことが出来た。今後も継続して行けるとよい。

《赤城祭》

月　　日 活　　動　　内　　容

１０月１１日（金） 合唱練習

１０月１8日（金） 合唱練習

１０月２５日（金） 文化祭事前準備（16時～，18時～）/合唱練習

１０月２６日（土） 赤城祭（文化祭）　　PTA企画：食品販売（キッチンカーなど）,パン販売,コーヒー等提供，ステージ発表（合唱）

《進路教養部会》

月　　日 活　　動　　内　　容

５月２９日（水） 第1回合同専門部会　第1回進路教養部会（８名参加）　部長・副部長の選出、今年度の活動について、講演会の内容の検討

９月19日（木） 第２回進路教養部会（11名参加)　講演会の流れについて確認および役割分担

９月30日（月） （株）エフエム雪国所属　クロスカントリースキー選手羽吹唯人様による講演会の実施

　

【引継事項等】

・第１回合同専門部会にて部長・副部長の選出のほか、今年度の活動が講演会実施の方向性から講師の選定までが決まり、第2回
の部会実施が講演会前の9月と一回での開催で本番を迎えた。
・副会長をはじめ、昨年度講演会を経験された役員の方がおり、第2回の部会で人員配置や当日の流れなど具体的に確認することが
できた。
・昨年度の反省（11月末実施・体育館・着座）を踏まえ、9月末（第3回定期考査最終日の午後）の実施で、生徒は椅子を持っての講
演会への参加とした。残暑下であったが、生徒一人ひとり聞く姿勢が整い、講話や関係動画などを視聴することができた。
・9月末ではあったものの、近年は残暑が続いている。暑さ対策の必要性を感じた。

令和６年度　専門部事業報告

【引継事項等】

・赤城祭のPTA企画を拡大した。現有の役員数に見合った規模で、また成果もあったと思う。
・昨年度より役員の人数が多く、時間にゆとりが持てた。
・食品の提供数を増やしてもいいと思います。
・パン販売で買い物袋の用意した方がいいと思います。
・ステージパフォーマンスをするのであれば、もう少し早めに動けるとなおいいと思います。

　８月２２日（木）,

２３日（金）

　７月６日（金）,

７日（土）
北信越地区高等学校ＰＴＡ連合研究大会（長野大会）　２名出席

全国高等学校ＰＴＡ連合会大会（茨城大会）　２名出席



《生活指導部会》

月　　　日 活　　動　　内　　容

５月２９日（水） 第１回部会（合同専門部会）　参加者１７名（以下職員含む）　部長・副部長の選出、今年度の活動について

６月２６日(水) 第１回あいさつ運動　　　7:40～8:30　                    参加者８名

７月１７日(水) 第２回あいさつ運動　　　7:50～8:30　                    参加者８名

　８月２５日(日) 合同パトロール 　　　  18:00～19:15　     　          　参加者10名

　９月　４日(水) 第３回あいさつ運動　　　7:50～8:30　                    参加者７名

１０月  ９日(水) 第４回あいさつ運動　　　7:50～8:30　                    参加者７名

《広報部会》

月　　日 活　　動　　内　　容

５月２９日（水） 第1回合同専門委員会　第1回広報部会　組織編成と運営について協議　

６月２１日（水） 第２回広報部会（Ａ班）。「花のわ」編集会議

７月２４日（月） 「花のわ１２6号」発行

１月1６日（木） 第３回広報部会（Ｂ班）。「花のわ１２７号」編集会議

３月　３日（月） 「花のわ１２７号」発行

【引継事項等】

・役員１２名を、２班に編成し、遠方の方を前期のＡに、近隣の方を後期のＢに入っていただいた。それぞれ、編
集会議を１回行った。
・生徒からの文章を多めに、また生徒の日常の学校生活の様子がわかる写真を載せるようにした。
・今年度は『卒業特集号』（３月３日発行「花のわ１２７号）に３年生の保護者４名（各クラス１名）に卒業によせ
てと題して寄稿をお願いした。

【引継事項等】

合同パトロールについて
見廻りの時間が早すぎてまだ生徒がいなかったので、もう少し遅い時間帯でもいいのではと感じた。また、見廻
り時間が短すぎるように感じた。制服を着ていないと生徒かどうかわからない。
あいさつ運動について
のぼり旗を持ったままだと大変なので、結びつける場所を選んだ方がいい。朝は蚊がいるので対策した方がい
い。校舎に向かって左カーブの場所は生徒の通行が少ないので別の場所がいい。
あいさつ運動をしてみて、普段見る事が出来ない登校姿が見れて嬉しかったです。こちらから挨拶をすると、子
ども達からも「おはようございます」と挨拶してくれる子、会釈で返してくれる子ばかりでした。自分から「おはよ
うございます！」と元気に挨拶してくれる子もいたり気持ちのいい朝でした。素敵な時間をありがとうございまし
た。大勢の役員の方から挨拶運動に参加していただき、挨拶の声が生徒の方々に届いたと思います。高校生
になって、あいさつ運動をしても残念ながら、意味はないと思うので、あいさつ運動は必要ないと思います。







《常任委員会》 

月　　日 活　　動　　内　　容

４月２２日（火） 第１回常任委員会（新旧常任委員会）

　　５月２４日（土） ＰＴＡ・後援会総会

６月　６日（金） 県高Ｐ連・安全互助会社員総会、研究協議会（新潟市：ホテルイタリア軒）　２名出席

７月　　日（　　） 第２回常任委員会

　９月 　　日（　　） 第３回常任委員会　

１０月 　　日（　　） 第４回常任委員会

１０月 　　日（　　） いじめ対策総点検　PTA役員参加予定

１０月　　日（　　） 新潟県高Ｐ連進路対策委員会主催研修会

１１月 　　日（　　） 魚沼地区高等学校ＰＴＡ研修会

１１月 　　日（　　） 新潟県産業教育振興会　魚沼地区連絡会議

２月　　　日（　　） 第５回常任委員会

２月　　　日（　　） 第2回学校評議委員会および地域の声を聞く会　PTA役員参加予定

２月　２７日（金） 同窓会・後援会入会式（卒業式予行日）

３月　　２日（月） 第３１回卒業式

４月　　　日（　　） 入学式　　ＰＴＡ・後援会入会式

４月　　　日（　　） 第６回常任委員会　（引き継ぎおよびＰＴＡ総会の計画審議　など）　

　　５月　　　日（土） 総会事前準備、　ＰＴＡ・後援会総会

《赤城祭》

月　　日 活　　動　　内　　容

１０月２４日（金） 文化祭事前準備（16時～駐車場設営，18時～企画設営）

１０月２５日（土） 赤城祭（文化祭）　　※参考R6PTA企画：食品販売（キッチンカーなど）,パン販売,コーヒー等提供，ステージ発表（合唱）

《教養部会》

月　　日 活　　動　　内　　容

６月１０日（火） 第1回合同専門部会　第1回進路教養部会　　　部長・副部長の選出、今年度の活動について

月　　日（　　） 第２回進路教養部会

月　　日（　　） 講演会等の実施

　

《生活部会》

月　　　日 活　　動　　内　　容

６月１０日（火） 第1回合同専門部会　第1回進路教養部会　　　部長・副部長の選出、今年度の活動について

６月　　日(　　) 第１回あいさつ運動　　　7:40～8:30

７月　　日(　　) 第２回あいさつ運動　　　7:50～8:30

　８月　　日(　　) 合同パトロール 　　　  18:00～19:15

　９月　　日(　　) 第３回あいさつ運動　　　7:50～8:30

１０月　　日(　　) 第４回あいさつ運動　　　7:50～8:30

《広報部会》

月　　日 活　　動　　内　　容

６月１０日（火） 第1回合同専門部会　第1回進路教養部会　　　部長・副部長の選出、今年度の活動について

６月　　日(　　) 第２回広報部会（Ａ班）。「花のわ」編集会議

７月　　日(　　) 「花のわ１２７号」発行

１月　　日(　　) 第３回広報部会（Ｂ班）。「花のわ」編集会議

３月　　日(　　) 「花のわ１２８号」発行

令和７年度　専門部事業計画（案）

　７月１１日（金）,

１２日（土）
北信越地区高等学校ＰＴＡ連合研究大会（福井大会）

　８月２１日（木）,

２２日（金）
全国高等学校ＰＴＡ連合会大会（三重大会）





新潟県立十日町総合高等学校ＰＴＡ会則 

 第１章  名称および事務局 

第１条 本会は新潟県立十日町総合高等学校ＰＴＡといい、事務局をおく。 

 

 第２章  目  的 

第２条 本会の目的は次のとおりである。 

   １ 生徒の教育について保護者と教職員との緊密な連絡をはかる。 

   ２ 家庭、学校および社会における生徒の福祉を増進する。 

 

 第３章  事  業 

第３条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

   １ 生徒の学業および体育の奨励 

   ２ 会員相互の修養研究に対する協力援助 

      ３ その他本会において必要と認めた事業 

 

第４条 本会はその目的を達成するため、次の部をおく。 

      １ 教養部  ２ 生活部  ３ 広報部    

 

 第４章  組  織 

第５条 本会は生徒の保護者、教職員ならびに常任委員会の推薦した本会の趣旨に賛同する有 

    志をもって組織する。 

 

 第５章  役  員 

第６条 本会は次の役員をおく。 

 １）会  長 １ 名 ２）副 会 長 若干名 ３）常任委員 若干名 

 ４）会計監査委員 ２ 名 ５）会   計 ２ 名 ６）書    記 ２ 名 

 ７）委    員（細則第２条による） 

第７条 役員の任期は1ヶ年とする。ただし再任は妨げない。 

第８条 会長、副会長および会計監査委員は会員中から選出し、常任委員会の議を経て総会の 

    承認を得るものとする。 

    会長は本会を代表する。 

    副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその業務を代行する。 

第９条  委員は会員の中から別に定めた規定によって選出され、各部に所属する。委員は常任 

    委員会とともに委員会を構成し重要事項の審議に当たる。ただし緊急を要する時は委 

    員会をもって総会に代行することができる。 

第１０条 各部会の部長、副部長は、会長が会員の中から選出する。各部長、副部長は常任委員

とする。 

    会長、副会長、常任委員および教職員若干名をもって常任委員会を構成する。 

    常任委員会は会長を中心に、重要事項の原案作成に当たる。 

第１１条 会計監査委員は会計事務を監査する。 

第１２条 会計は会長の委嘱によって会計事務を処理する。 

第１３条 書記は会長の委嘱によって会議、本会の記録一切および文書の作成に当たる。 

第１４条 本会は顧問をおくことができる。 

 

第６章  会  議 

第１５条 会議は総会、常任委員会、各専門部会とする。 



第１６条 総会は定期総会および臨時総会とする。 

    定期総会は毎年事業年度終了後60日以内に開き、諸事項の報告、決算および予算の

審議を行う。 

    臨時総会は会員数の三分の一以上の要求によるほか、必要に応じて開催する。 

第１７条 常任委員会、委員会、各専門部会は必要に応じて開催する。 

 

 第７章  会  計 

第１８条  本会の経費は、会費、事業による収入および篤志寄付による。 

    会費の額は毎年度初めに定めるが、必要と認めた場合は臨時会費によることがある。 

第１９条 本会の会計は毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

 

 第8章  旅  費 

第２０条  県内、県外の出張は県条例および学校の旅費支給内規に準じて支給する。 

第２１条 総会、常任委員会、各専門部会等は支給しない。 

 

 第９章  そ の 他 

第２２条 本会は次の帳簿を備える。 

       １ 会 則   ２ 記録簿   ３ 出納簿   ４ その他必要な帳簿 

 

 第１０章  附  則 

第２３条 本会則は平成１１年５月１９日より改正施行する。 

    平成１５年５月１７日一部改正 

        平成１８年５月２０日一部改正 

    平成２７年５月 ９日一部改正 

    令和 ６年５月１８日一部改正 

        令和 ７年５月２４日一部改正 

Ｐ Ｔ Ａ 細 則 

第 １条 会長は教職員以外の会員中から選出する。副会長の内の1名は校長とする。 

第 ２条 委員は会員の互選によって、学級より３名以上選出する。 

第 ３条 委員は会長の委嘱により、教養部、生活部、広報部のいずれかに所属する。 

第 ４条 広報部は、機関誌の発行を中心とする会員への広報を行う。 

第 ５条 教養部は生徒の学業、進路決定および体育の奨励、会員相互の研修機会の企画などを行う。 

第 ６条 生活部はあいさつ運動等の啓発活動などを行う。 

第 ７条 会員に不幸があったときには、次により弔意を表す。 

１ 保護者及び生徒が死亡したときには、弔慰金として10,000円を贈る。 

２ 教職員及び教職員の配偶者が死亡したときには、弔慰金として10,000円を贈る。 

第 ８条 会員が災害を受けたときは、その程度を考慮して見舞金を贈る。 

第 ９条 その他適用範囲、金額等において前各条の規定により難い場合は、会長・副会長で決定し、

次の常任委員会で報告する。 

第10条 本細則の改正は常任委員会の議を経るものとする。 

第11条  本細則は平成１１年５月１９日より改正施行する。 

         平成１８年５月２０日一部改正 

     平成２９年５月２０日一部改正 

     令和 ６年５月１８日一部改正 

令和 ７年５月２４日一部改正 



部長 ＊１名 部長 ＊１名 部長 ＊１名

副部長 ＊１名 副部長 ＊１名 副部長 ＊１名

１年次 ４名 １年次 ４名 １年次 ４名

２年次 ４名 ２年次 ４名 ２年次 ４名

３年次 ４名 ３年次 ４名 ３年次 ４名

＊部長・副部長は、各部から選出する

各専門部

＊この他、各年次から補員を選出し、役員に

欠員が生じたときに就任する

教養部

生活部

広報部

全会員

主な活動

講演会などの企画・実施

朝のあいさつ運動及び夜間パトロールの実施

広報誌「花のわ」の編集作業

ＰＴＡ活動への参加・協力

新潟県立十日町総合高等学校　ＰＴＡ役員組織図

点線内：常任委員会

顧問　若干名

会計監査 ２名

教養部 生活部 広報部

ＰＴＡ会長

ＰＴＡ副会長 ＰＴＡ副会長（学校長）

教職員

（教頭・事務長・渉外部）







新 潟 県 立 十 日 町 総 合 高 等 学 校 後 援 会 会 則 

 

 第 １ 章   総  則 
 
第１条 本会は新潟県立十日町総合高等学校後援会と称し、事務局を置く。 
 
第２条 本会は新潟県立十日町総合高等学校の教育事業を後援し、その発展に寄与することを 
目的とする。 
 
第３条 本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 
１ 生徒の学業振興に関する事項 
２ 生徒の体育・文化活動の振興に関する事項 
３ 生徒の体育・文化活動を指導する教職員の振興に関する事項 
 
第４条 本会の会員は、会の趣旨に賛同する個人、または団体とする。 
 
 第 ２ 章   役  員 
 
第５条 本会には次の役員を置く。また役員の職務は次のとおりとする。 
  １ 会 長  １ 名   本会を代表し、会務を統括する。 
  ２ 副会長  ３ 名   会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。 
  ３ 理 事  若干名    本会に関する重要事項を協議する。 
  ４ 監 事  ２ 名   本会の会計監査をする。 
  ５ 幹 事  若干名    会長の指示により会務を処理する。 
 
第６条 会長･副会長・監事は総会において選出する。理事は会長が委嘱する。 
 
第７条 役員の任期は２年とする。ただし、再任は妨げない。 
 
第８条 本会に顧問を置くことができる。 
 
 第 ３ 章   会  議 
 
第９条 本会の会議は、総会および役員会とし、会長が召集する。 
 
第10条 定期総会は年１回（５月）開催し、次の事項を審議する。また、必要に応じて臨時総会 
を開催することができる。 
１ 会費額の決定 
２ 決算・予算・事業報告・事業計画 
３ 役員の選出 
４ その他会長が付議した事項 
 
第11条 役員会は、会長・副会長・理事をもって構成し、総会に提出する議案を審議する。ただ 
し、緊急を要する時は、役員会を持って総会に代える。 
 
第12条 議事は出席者の過半数で可決し、可否同数の場合は議長が決定する。 
 
 第 ４ 章   会  計 
 
第13条 本会の資金は別に定める細則により、会費及び寄付金をもってあてる。 



第14 条 本会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月 31日に終わる。 
 
 第 ５ 章   会則の改廃 
 
第15条 本会会則の改廃は、総会において決議する。 
 
附  則 

本会則は昭和53年12月23日より実施する。 
平成８年４月１日一部改正 
平成16年５月15日一部改正 
平成27年５月９日一部改正 
 
 後 援 会 細 則 
 
第１条 新潟県立十日町総合高等学校後援会会則 第 13 条に定めるところにより、細則を設ける。 
第２条 本会の所用経費は、会費及び会員等の寄付金をもってあてる。 
    会費は １口 5,000円とする。会員は１口以上納入する。 
 

令和７年度  後援会役員名簿 

役 員 名 氏 名 所 属 

 

 

役 員 名 氏 名 所 属 

顧  問 宮沢 健一 

桑原 貞芳 

元後援会長 

元後援会長 

理  事 栗林 義明 

小林 一夫 

上村 友博 

金澤 敏彦 

長津  純 

中町 純一 

水落 義博 

福嶋 亮介 

（     ） 

（     ） 

（     ） 

（     ） 

（     ） 

元ＰＴＡ会長 

〃 

〃 

〃 

〃 

ＰＴＡ副会長 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

会  長 西方 勝一郎  

副会長 （     ） 

池田 和彦 

ＰＴＡ会長 

同窓会長 

理  事 小川 誠一郎 

徳永 敏朗 

児玉 恒信 

桜沢   進 

庭野 重行 

丸山 政弘 

髙橋 敏昭 

戸田 貴士 

山田  栄 

大熊   満 

渡邊 孝一 

三輪 英世 

太田 正男 

藤橋 武康 

井川 一弘 

古澤 茂則 

上原 成美 

元ＰＴＡ会長 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

   〃 

     〃 

   〃 

  〃 

  〃 

幹  事 （     ） 

（     ） 

（     ） 

教養部長 

生活部長 

広報部長 

監  事 （     ） 

（     ） 

 

ＰＴＡ会計監査委員 

   〃 

 

敬称略 

 





教務に関する説明（十日町総合高等学校で大切なこと）

教務部

１ 教育目標「希望 創造 飛翔―希望を胸に創造性を発揮し大空へ羽ばたく―」の意味すること。

希望をいだいて本校に入学し、総合学科の特色である多岐にわたる選択科目の中から、進路を見据えた

学習に取り組んで創造性を身につけ、即戦力として社会に飛翔する人物の育成を図る。

２ 学期について(本校は三学期制ではなく、二期制)

前期：４月から９月まで 後期：10月から３月まで

３ 総合学科とは。

○ 普通科・専門学科との履修 （習いおさめること）の違い
り しゆう

Ａ 【普通科】 Ｂ 【専門学科】(例えば、農業科 工業科 商業科)

主として学校の定める普通科目を 主として専門科目を25単位以上

全員が共通して履修する。 学校の定める教科・科目を全員が履修する。

Ｃ【総合学科】

幅広い多様な普通科目・専門科目の中から生徒が主体的に選択して履修する。

必履修科目『産業社会と人間』(総合学科独自の教科)を１年次に履修する → ｷｬﾘｱﾃ゙ ｻ゙ ｲﾝ構築！

※「ｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ」とは…「自分の人生を生き、仕事をしていく上での将来の目指す姿や目標を、

自分自身で主体的に設計していくこと。」

４ 十日町総合高校で大切な３つのこと

⑴ 「出席」することの大切さ

① 「履修」（習いおさめること）について

１年間をとおして、決められた基準以上の時間、授業に出席すると、「履修」が認められる。本校では、

科目の年間出席時数が標準時数の４分の３以上の場合、その科目を「履修」したものとする。ただし、出

席時数よりも欠席時数の方が数えやすいため、次の欠席時数を履修、未履修（履修していない）)の

目安としている。

表１ 「履修」の目安 「未履修」の目安

１単位科目の欠席時数 ８時間以下 ９時間以上

２単位科目の欠席時数 17時間以下 18時間以上

３単位科目の欠席時数 26時間以下 27時間以上

４単位科目の欠席時数 35時間以下 36時間以上

出席が足りず「未履修」（習っていないこと）になると、成績が付かず、通知表も空欄のままとなる。

→ 授業に休まずに出席することがとても大事。

※ 「標準時数」とは、「単位数×35週」で出た数字のこと。

※ 「単位数」とは、「１週間の授業時間数」のこと。

【例】「現代の国語」2単位 → 1週間に2時間の授業がある。

※ 授業時数が単位数×35週を超える場合、表１の目安からずれることがある。

② 本校独自の欠席に関するﾙｰﾙ

各授業で10分を超える時間、授業場所にいなかった場合は、授業を欠席したことになる。ただし、「公

欠」「忌引き」「出席停止」の場合は、欠席とはならない。



③ 本校の卒業の条件

ア 必履修の教科・科目をすべて「履修」していること。

イ 「総合的な探究の時間」を３単位以上「履修」・「修得」していること。

ウ 「総合的な探究の時間」を含めて、80単位以上を「修得」していること。

すべての生徒が必ず履修しなければならない科目を、「必履修科目」という。必履修科目の履修が

一つでも認定されない場合は、卒業できない。１年次の科目は全て必履修科目である。

表２ ()内は単位数 １年次の「必履修科目」 ２年次の「必履修科目」３年次の「必履修科目」

国語 現代の国語(2) 言語文化(2) 論理国語(2) 論理国語(2)

地歴 地理総合(2) 歴史総合(2)

公民 公共(2)

数学 数学Ⅰ(3) 数学A(2)

理科 化学基礎(2) 生物基礎(2) 物理基礎(2)

保健体育 体育(3) 保健(1) 体育(2) 保健(1) 体育(2)

芸術 音楽Ⅰ(2) 美術(2) 書道Ⅰ(2)

外国語 英語ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅠ(4) 論理･表現Ⅰ(2)

家庭 家庭総合(2) 家庭総合(2)

情報 情報Ⅰ(2)

産業社会と人間 産業社会と人間(2)

総合 総合的な探究の時間(1) 総合的な探究の時間(1) 総合的な探究の時間(1)

単位数 ３０ ３０ ２９

※ 表2を見れば、年次が進むに従って「必履修科目」が少なくなっていくのがわかる。その代わりに

「選択科目」が増えていく。

⑵ 「選択」することの大切さ

2年次からの所属系列を次の５系列の中から「選択」する。

人文・自然科学系列 農業生産系列 工業系列 ビジネス系列 生活文化系列

① 「系列」について

科目選択の目安となるように、相互に関連の深い、いくつかの科目をまとめたものを「系列」という。

② 「系列」選択時の注意点

ア 希望する系列の科目を卒業までに12単位以上「選択」する。

イ 希望する系列の科目を２年次で４単位以上、３年次で４単位以上選択する。

③ 「系列」選択の時期 (１年次はア～カまで、２年次はイ～カまでを行う。)

ア 【５月】 系列説明 → 生徒は系列を申請する。

イ 【５月】 生徒は科目選択ｶﾞｲﾀﾞﾝｽを受ける。

ウ 【６月】 １回目の科目選択希望調査を行う。

エ 【７･８月(夏休み中)】学級担任が保護者と面談する。生徒も科目選択や将来ついて保護者と話し

合っておくこと。

オ 【８月(夏休み明け)】 ２回目(最終)の科目選択希望調査を行う。

カ 【９･10月】 系列や選択科目の定員調整（選択科目の定員を超えた場合は調整する。)

→ 系列や２年次の選択科目は１年次で決める！主体的に選択することがとても大事。



⑶ ﾃｽﾄ以外の学業の大切さ

① 定期考査の時期 (表３)

名称 第１回定期考査 第２回定期考査 夏 第３回定期考査 第４回定期考査 冬 第５回定期考査
休 休

考査 ５月下旬 ６月～７月上旬 み ９月下旬 11月～12月上旬 み １月下旬(３年次)
時期 ２月下旬(１･２年次)

② 定期考査以外のﾃｽﾄ

ア 春・夏・冬休み明けに、国語・数学・英語は課題ﾃｽﾄがある。

イ 定期的にあるいは不定期に小ﾃｽﾄを行っている科目がある。

③ 「定期考査成績票」 と 「通知表」

第１、第３回考査の後は、考査の点数(素点)と欠席日数、欠時数が記載された「定期考査成績票」(表

４の１、３)を配布する。また、第２、第４、第５回考査の後は、総合成績、観点別評価、欠席日数、欠時数

などが記載された「通知表」(表４の２、４、５)を配布する。

表４ １ ２ ３ ４ ５

名称 第１回考査成績 前期中間成績 第３回考査成績 後期中間成績 学年末成績
夏 冬

第１回定期考査 第２回定期考査 休 第３回定期考査 第２回考査から 休 １年間の

の素点 までの総合成績 み の素点 第４回考査まで み 総合成績

内容 の総合成績

※素点 ・観点別評価

＝定期考査で ・評点(100点法) ・観点別評価 ・観点別評価

取った点数。・仮評定(3年次) ・評点(100点法) ・評点(100点法)

・仮評定(3年次) ・評定(5段階評定)

④ 「総合成績」について

「総合成績」とは、教科・科目の目標や内容の中で、「定期考査」の点数の他に、

「小ﾃｽﾄ」・「課題ﾃｽﾄ」・「学習態度」・「提出物」・「出席状況」などを総合的に判断して評価したもの。

→ 定期考査以外の学業への取り組みも大事。

ア 「前期中間成績」が39点以下の生徒(欠点保有者)は夏休みに補習や課題が課される。

イ 「後期中間成績」が39点以下の生徒(欠点保有者)は冬休みに補習や課題が課される。

ウ 「学年末成績」の評定が「１」(39点以下)の場合、未修得が確定し、単位を落としたことになる。

エ １･２年次生に対しては、追認考査(追試)は行わない。

⑤ 「 修 得」（習い覚えて身につけること）について (表５)
しゆうとく

ある科目について、履修の条件を満たし、さらに成績が５段階評定で「２」以上である場合、その科目

の単位の「修得」が認定される。従って、履修が認定されても(授業の出席が十分でも)、学習の成果が

不十分であると単位は「修得」できない。→ ４⑴③「本校の卒業の条件」

５段階への換算は、下記の基準とする。

５段階評定 ５ ４ ３ ２ １

100点法(評点) 80以上 79～65 64～50 49～40 39以下

５ 資格取得について【技能審査の成果の単位認定】

在学中に取得した資格について、単位認定を行う。

ア 検定取得の年度内に申請が必要である。 イ 修得した科目の単位に増単することができる。

ウ 最大36単位まで認定する。

※ そのうち、６単位は卒業認定単位として扱うことができる。［( ) 内は増加単位数 ］

例えば 日本漢字能力検定２級 (２単位) 硬筆書写技能検定２級 (１単位)

毛筆書写技能検定２級 (２単位) 実用英語技能検定２級 (２単位)

珠算能力検定１級 (２単位) 日本商工会議所簿記検定２級 (２単位)

ﾋ゙ ｼ゙ ﾈｽ文書実務検定１級 (２単位) 基礎製図検定 (１単位)、など



６ 奨学金に関するご案内

さまざまな団体や企業が奨学金事業を行っている。学校では案内が来るたびに生徒に連絡をしている。奨学

金の種類には原則として返還不要な「給付型」と、返す必要のある「貸与型」がある。奨学金の額や申し込み

の条件は奨学金ごとに異なるため、各奨学金の要項を確認することが必要である。なお、校内選考が必要

な場合もあるため本締切の前に校内締切を設けることもある。

※参考：｢奨学金ガイド｣（新潟県）https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/kotogakko/1222020128706.html

⑴ 高等学校在学中に利用できる奨学金（経済的事情による就学困難な者）

ア 新潟県奨学金（貸与型、〆切５月30日、評定平均3.0以上、月額￥18,000）

イ 丸山育英会奨学金（給付型、〆切６月18日、月額￥10,000）

ウ 公益財団法人新潟ろうきん福祉財団奨学金（給付型、〆切７月15日、月額￥10,000(新１年次生のみ）)

エ 各市町村の奨学金 ・十日町市、上越市、南魚沼市、津南町

その他、教室掲示等で随時案内

⑵ 高等学校卒業後に利用できる奨学金

ア 日本学生支援機構奨学金

イ 各市町村の奨学金 ・十日町市、上越市、南魚沼市、津南町

ここで紹介した奨学金以外にも、企業・自治体が奨学金事業を行っている。生徒に向けては随時案内を

行っていく。

⑶ 日本学生支援機構奨学金について

・大学・短大・専門学校への進学をサポートする奨学金。高校在学中（３年次）に予約ができる。

・学力・家計基準の両方を満たす人が対象となる。

ア 貸与型（返還が必要）

□第一種奨学金（利子なし）

・学力基準：評定平均値３.５以上／家計基準：省略

※経済的に極めて困難な生徒には、第１種奨学金の学力基準緩和がある。

・貸与月額：20,000～60,000円以内（家計基準・進学先・自宅内外により異なる）

□第二種奨学金（利子あり）

・学力基準：学習成績が平均水準以上／家計基準：省略

・貸与月額：20,000～120,000円

イ 給付型（返還不要）

・学力基準：評定平均値３.５以上か、進学先での高い学修意欲を有すること

・家計基準：住民税非課税またはそれに準ずる世帯および資産の合計額が一定額未満

・支給月額：9,800～75,800円（世帯所得・進学先により異なる）

ウ 入学時特別増額貸与奨学金

・利子あり、貸与額：100,000～500,000円

・入学時特別増額貸与奨学金は「国の教育ローン」に申し込み、低所得を理由に利用できなかった

世帯の生徒に貸与するもの。入学時特別増額貸与奨学金のみの貸与はできない。

・進学後の初回に一括振り込まれる。進学前に必要な「入学金」等については、労働金庫の「入学時

必要資金融資制度」等をご検討ください。

エ 多子世帯支援

・生計維持者の扶養する子どもの数が３人以上であり、かつ申請する者が生計維持者に扶養され

ている世帯が対象となる。（住民税上の扶養する子どもの数が３人以上いる間、第１子から支援）

・授業料・入学金は所得制限なく支援が受けられ、給付奨学金は所得に応じた金額が支給される。

●申込み締め切り→ 第１回５月下旬 ／ 第２回６月下旬 ／ 予備回（急な進路変更等）：別途連絡



PTA 総会資料 

令和 7年 5月 24日 

生徒指導部 

生徒指導について 

１ 指導方針 

・社会性を身に付け、集団生活のルールやマナーを守れる生徒の育成。 

・自らを律することで自分の気持ちをコントロールし、相手や周囲のことを考えて行動 

できる生徒へと導く指導。 

２ 年間指導内容 

（１）交通安全指導 

・街頭指導（５月・10 月） 場所：駅やコンビニ、交差点  時間：下校時 

    ・原付実技講習（４月・９月）場所：十日町自動車学校、内容：実技講習、講義（交通課）  

・交通・いのちの講話（７月）  

                      

（２）生活指導 

・長期休業前の指導：文書配布、全校生徒への生徒指導部からの話  

・昼休み校内巡視：スマートフォン等の不適切使用防止 

・みだしなみ検査：長期休業明けに全校で実施 

    ・生徒指導部たよりの発行：生徒へのメッセージ発信や、注意喚起に活用 

 

（３）いじめ対策 

    ・いじめ対策委員会主導で、年次集会などの機会を利用し、学校の様々な場面で、他者を尊

重し互いに協力し合う心を持つよう指導し、「いじめ」問題が無くなるよう努める。 

・学校生活アンケートを年３回以上実施して生徒の実態を把握し、生徒の声を聴き取ること

で、悩み等の早期発見と解決に努める。 

 

３ 生徒指導上の問題行動について 

   【令和６年度の状況】 ３８件 （令和５年度４８件） 

概要 ・前年度から指導件数が減少しているが近年では多い方で、 

危惧している 

   ・一部の生徒に他の迷惑を顧みない、自己中心的な言動がある  

   ・人間関係のもつれ、トラブルが多い  

   ・SNS 関係の問題も目立つ。 

内訳 ・無許可アルバイト、暴力・暴言、飲酒、喫煙、いじめ 

スマートフォンの不適切使用、その他特別審議案件  

４ 生徒の傾向について 

・学校全体として、生徒は大変落ち着いた雰囲気で学校生活を送れているが、一部に規範 

意識の薄い生徒もみられる。 

・積極的に挨拶をする生徒が増えている。 

・年３回実施の身だしなみ検査で、身だしなみへの意識は高まってきているが、頭髪などで指

導を受ける生徒もいる。  

   ・スマートフォンの不適切使用については前年度横ばいであるが、スマホ依存が心配される。 

   ・人間関係をうまく構築できない生徒がおり、トラブルの生じる可能性がある。 

 



令和７年５月２４日 

生 徒 心 得 
県立十日町総合高等学校  

１ 校内生活について 
（１）登校は、午前８時３０分までとし、下校は午後６時１５分までとする。 

（２）登下校の際は、制服を着用する。 

（３）登校後は、放課後まで外出してはならない。やむを得ない理由で外出、または早退する場合は、学級担任に届

けて許可を得ること。ただし、４年次以降生は、その後授業がない場合は下校しても良い。 

（４）欠席、遅刻、早退、忌引、欠課は、事前に保護者が連絡すること。 

（５）頭髪･服装等の身だしなみは面接試験等に通用する状態を基本とする。 

（６）頭髪は自然のままの髪を保ち、端正な髪型にまとめる。染髪・脱色・変色（ドライヤー、アイロンなどのかけ

過ぎなど）・カール・パーマ・エクステンション等は禁止する。 

（７）化粧やアクセサリー等は禁止する。リップクリームや日焼け止めを用いる場合は無色（リップクリームは無光

沢）のものに限る。 

（８）携帯電話・スマートフォン・タブレット（学校から配布されたタブレットは除く）をはじめ、学校生活に必要

でないもの等は、登校してから下校するまで電源を切り使用しない。また、放課後まで個人ロッカーで保管す

る。但し、家庭などと連絡をとる必要がある場合は、近くの職員の許可を得ての使用を認める。不適切な使用

が発見された場合は、担任が預かり、該当生徒を指導するとともに家庭連絡のうえ返却する。 

 

２ 校外生活について 
（１）外出は、特別の場合を除いて午後９時までとする。 

（２）風紀上有害な遊び場（パチンコ等各種遊戯場や飲酒中心の店等）への出入りは、禁止する。 

（３）生徒間の外泊は禁止とする。やむを得ない場合はお互いの保護者の承諾を得ること。 

 

３ 服装について 
（１）制服は本校指定のものを着用する。 

（２）衣替え期間は設定しない。気温の寒暖や各自の体調に合わせ調節する。ただし、ブレザーを着用するときは 

ネクタイまたはリボンを着けること。 

   ※着こなしの詳細については、校内掲示ポスター等に従うこと。 

  （夏服）ネクタイまたはリボンの着用は自由。 

※ただし全校集会、その他学校行事の際はワイシャツ（白）またはブラウス（白）に着用する。 

男子：スラックスにワイシャツ（白）またはポロシャツ（学校指定のもの）を着用する。ワイシャツは 

スラックスの中に入れる。 

女子：スカート又はスラックスにブラウス（白）またはポロシャツ（学校指定のもの）を着用する。ブラ 

   ウスはスカートまたはスラックスの中に入れる。 

  （冬服）ネクタイまたはリボンを常時着用する。 

男子：スラックスにワイシャツ（白）、ブレザーを常時着用する。 

女子：スカート又はスラックスにブラウス（白）、ブレザーを常時着用する。  

（３）制服を変形（改造）してはならない。※変形（改造）した場合は再購入してもらう。 

（４）制服を譲り受けて着用する場合は生徒指導部の許可を得て、ネーム等の刺繍の入れ直しをして、着用するこ

と。 

（５）冬服時のセーター、ベスト、カーディガンなどはＶネックのものか学校指定のものを着用し、上着から出ない

ようにする。セーター、ベスト、カーディガンの色は、白・黒・紺・グレー・ベージュのいずれかとする。丸

首セーター、トレーナー、パーカーなど着用禁止とする。 

（６）靴下は無地で華美でないものを着用すること。（白、黒、紺等） 

男子のベルトは無地で華美でないものを着用すること。（黒、茶等） 

 

４ アルバイト（就労行為）について 

（１）長期休業中（夏季・冬季・春季）のアルバイトについて 

①「アルバイト届け」を提出する。但し、欠点科目が無い場合に限る。 

②次の職種は禁止する。 

・法律で禁止されているもの ・宿泊を伴うもの ・夜８時以降のもの 

・高校生として不適当なもの(アルコールの提供を主とする飲食店、ゲームセンター等) 

 

                          



 

 

（２）平常時アルバイトについて 

①原則として禁止であるが、やむを得ない事情のある生徒については、生徒指導・担任が保護者に事情を確認 

後、保護者資料・担任作成資料を基に校長が可否を判断する。認められた場合は「アルバイト許可願」を提

出する。１年次は原則として夏季休業終了後とする。 

②週 3日以内とし、平日（授業日）は午後 4時以降、午後 8時までとする。 

③定期考査１週間前から考査期間終了までは禁止とする。 

④職種については上記（１）と同様とする。 

⑤成績不振、欠席、遅刻、欠課、怠学、服装や頭髪の乱れ等、日常の学校生活に支障がみられる場合及び上記 

項目に反する場合は、許可をしない。また、許可を取り消す。 

⑥平常時のアルバイトを認められている者で長期休業中も同じ所で行う場合は、別に長期休業中のアルバイト 

届けを提出する必要はない。 

⑦無許可アルバイトで指導を受けたものは指導後３ヶ月間はアルバイトを認めない。 

 

５ 原付バイク、自動車について 

（１）原付バイクの免許取得に関して 

①原付バイクの運転免許取得希望者は、「許可願」を学級担任に提出し、取得後は「取得届、原付バイク登

録」を提出する。 

②講習会参加、免許取得は、１年次の夏季休業開始日以降の休業日とする。 

③自動二輪の運転免許取得及び運転・同乗は、禁止する。 

（２）自動車の免許取得に関して 

①自動車の運転免許取得希望者は、「自動車学校入学許可願」と「自動車免許取得に関する誓約書」を学級担

任に提出する。 

②自動車学校への入校は、３年次の夏季休業開始日以降認める。準中型自動車の免許取得については、進路に

必要と考えられる場合、取得を許可する。（学校の授業や行事に差し支えの無いように受講すること） 

③免許センターでの免許取得に関しては、３年次の夏季休業以降の休業日とする。 

④自動車の運転は卒業まで禁止する。但し、卒業式後は保護者が同乗する場合は運転を許可する。 

⑤免許取得に関する事項は定期考査 1週間前より定期考査期間終了まで禁止する。 

（３）原付バイク・自転車通学について 

①原付バイク通学は、学校で定めた範囲で交通の不便な者に限り許可する。ただし、部活動関係の事情により

通学を希望する者は、部活動顧問と相談の上許可することもある。 

②原付バイク通学（最寄り駅まで利用する者も含む）を希望する者は、「許可願」を学級担任に提出し、講習

会を受けて諸条件を満たした後に許可される。 

③自転車通学を希望する者は、「自転車通学届及び自転車登録」を提出し、ステッカーの交付を受ける。 

④冬期間は、原付バイク及び自転車通学を禁止する。 

⑤交通違反等をした場合は許可を取り消すこともある。 

 

６ 許可、届けを必要とするもの 

許可が必要なもの 届けが必要なもの 

登校後の外出、早退 

【外出、早退許可届】 

遅刻、欠席、公欠、忌引をする場合

【担任に連絡】 

原付バイク、自動車の運転免許証を取得する場合 

【原付免許取得許可願、免許取得および原付バイク登録】 

【自動車学校入学許可願、普通自動車免許取得に関する誓約書】 

長期休業中にアルバイトをする場合

【アルバイト届】 

 

普通自動車免許取得届 

原付バイクで通学する場合 

【原付バイク通学許可願】 

自転車で通学する場合 

【自転車通学届及び自転車登録】 

通年のアルバイトをする場合 

【平常時アルバイト許可願】 

 

 

 

 



―― スクール・ミッション ―― 

【地域と連携した総合学科の教育活動をとおして、地域を支える人材を育成する学校】 

・総合学科の特色を生かし、生徒一人一人のニーズに応じた教育活動を展開するとともに、主体的・発展的に思考できる力を育む。 

・生徒の進路実現に向けて、地域企業等と連携したキャリア教育の充実を図り、職業的自立の基盤となる資質・能力を育成する。 

 

新潟県立十日町総合高等学校 キャリア教育グランドデザイン 〔令和 7年度〕 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３ 

 

 年 

 

 次 

 

 

   

  

 ２ 

 

 年 

 

 次 

 

 

 

 １ 

 

 年 

 

 次 

 

 

 

 

 

 

・進路ガイダンス（進路先を具体的に検討する。） 

＜インターンシップ＞   

・事後指導 （振り返り）          

・実習（実践） 

・企業研究、事前訪問            

・目的確認、希望調査 

 

 

「産業社会と人間」 

・ライフプラン作成 

・社会との関わり「福祉・国際・ 

 金融・ボランティア」 

・進路理解と職業理解 

・系列／科目選択 

 

〈進路学習〉              

・進路別実践的指導 

・面接指導 

・進路ガイダンス（全体／進路希望別にそれぞれ複数回） 

・進路カルテの作成 

・進路希望確認 
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部活動 進路指導 生徒指導 生徒会 特別活動 年次 各教科・科目 ホームルーム 

＜学びを深める時間＞ 

 

 

 

 

カリキュラムを補い、学びの意義や方法を理解していく。 

・朝学習 → 積み重ねの大切さを実感し、基本的な生活リズムを作る。 

・学習会 → 1 つ上のレベルの内容を学習することで未来の可能性を広げる。 

・模擬試験 → 現在の力を知り、次の学習へとつなげるサイクルを確立する。 

・発表会→探究した内容をまとめ、分かりやすくプレゼンする力の育成  

 

＜将来を紡いでいく時間＞ 

地域に入り、仕事や学びの現状や可能性を知り、実際に体験しながら自分は将来

何をするか考えていく。 

＜地域・社会を知る時間＞ 

様々な講演を通して地域・社会に起こっている問題を知り、

自分に何ができるかを考える。 

キャリア教育発表会 

「探究学習成果」「ライフプラン」 

 

・インターンシップ準備 

・地域理解講演、上級学校模擬授業等 

・地元の企業見学、体験学習 

・学びの意識啓発講演会 
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 〈朝学習〉 

○基礎的な反復 

国語 漢字・語句 

数学 数Ⅰ 

英語 単語・読解 

SPI 一般常識 等 

就職・公務員・大学入

試などに対応できる

汎用的な内容を積み

重ねによって身につ

けていく。 

○表現力育成 

表現シート 

様々な文章を読み、根 

拠・理由・意見をまとめ 

ていく練習。面接や小論

文などに対応する。 

 

 

 

〈毎月の学習会〉 

 

英語・数学・国語 

 

共通テストや看護

系、公務員系などの

問題に対応した高い

レベルの内容を学習

する。 

↓ 

やり方がわかれば解

ける、という自信が

進路希望の範囲を広

げていく。 

○ホームルーム 

クラス活動で 

協働する力を養う 

 

 

 

 

 

〈基礎力診断 

テスト〉 

学びのサイクル

を確立する。 

 

○事前学習 

付属のテキスト

で予習する。 

↓ 

○チェック 

基礎力・思考 

判断・表現力 

を診断する。 

↓ 

○振り返り 

診断レポートを

もとに弱点分野

に取り組む。 
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キャリア教育発表会 

「３年間の成果（道のり）」 

キャリア教育発表会 

 「インターンシップ」 

自分の進路を考える指標 

2 年次の 1 月からは 3 年次の０学期がはじまる！ 

 

「総合的な探究の時間」『～Tsumugi（紡ぎ）学～』 

妻有の地域と未来を紡ぎ、探究活動を展開する 

【進路探究】【地域探究】【企業探究】【SDGs 等探究】等でそれぞれ 

 の課題解決に取り組む                                         

カリキュラム・ポリシー 

グラデュエーション・ポリシー 

アドミッション 

・ポリシー 

〈
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跡
を
記
録
し
て
ま
と
め
る 

〈
地
域
連
携
〉 

地
域
の
行
事
・
イ
ベ
ン
ト
に
参
加
し
て
地
域
の
人
と
の
連
携
を
は
か
る 
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令和７年５月 24 日 

        進 路 指 導 部  

１ 過去８カ年の状況 

 （１）大学進学率及び国公立大学進学数 

                                                          

                                                                                      

                                                          

 

  ・大学進学者が過去と比べても多い。入学時より大学進学の話をしてきたことが要因のひとつとして考えられる。 

  ・内訳（指定校 12、公募制５，総合型 15、一般２） 

年内入試の傾向が強い。なかでも総合型選抜利用者の増加が顕著。（Ｒ５総合型５人） 

→「入れる大学」から「入りたい大学」への意識変化か！ 

  ・共通テスト利用者・・・４名（冬期の受検のための特別編成授業も利用） 

   

 （２）専門学校を含む進学傾向について 

   ・平年並み。 

   ・内訳（指定校 18、公募制６、総合型（AO）43） 

   ・早期の合格決定を求める傾向あり。 

  

 （３）就職希望者の推移                                 （%） 

年度 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

就職者の割合 34.0 31.3 31.8 20.5 16.2 27.5 26.0 21.4 

県内就職者の割合 88.0 84.3 89.5 88.6 87.0 95 87.2 67.9 

県外就職者の割合 12.0 15.7 10.5 11.4 13.0 5.0 12.8 32.1 

高卒有効求人倍率  5.21（十日町管内）  4.37（新潟県） 

県内就職内定率  78.9％（十日町管内） 86.6％（新潟県） 

就職内定率    100.0％（十日町管内） 99.0％（新潟県） 

 

・地元志向が強いが一定数関東方面の県外就職者がいる。 

・地元企業からは本校の生徒を是非採用したいと多くの求人をいただいています。 

建設業、製造業、販売・小売業の求職が多い。 

    ・就職活動：7月 1日求人公開、8月下旬一次応募書類発送（短期間で応募先を決める必要あり） 

 

２ 本校の取り組み（キャリア教育グランドデザインをもとに）  

 （１）学びを深める時間 

①朝学習（月～木（年次別）金（全年次、表現シート）） 

    ・規則正しい生活習慣と学習習慣を身につけさせる。 

・継続的に学習することの意義を実感させる。 

   ②放課後・長期休業中の進学補習（学習会）と校外模試（進学者向け）の活用 

    ・「自分から勉強する」という意欲を引き出す。 

    ・少し高いレベルの学習に挑戦する。 

③その他 

・Ｒ４年度より、「大学入学共通テストおよび私大一般入試受験者」に対して受験支援の強化。 

 （特編授業等） 

    ・Ｒ５年度より「進路閲覧室」（教室棟 2階）の設置 

年度 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 Ｒ６ 

大学進学者の割合（％） 6.8 15.3 5.1 4.7 9.2 11.7 15.3 24.1 

国公立大学進学者数（人） 0 2 0 0 0 0 0 0 
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 （２）将来を紡いでいく時間（紡ぎ学） 

   １年次 地域理解、地元企業理解 

   ２年次 インターンシップ（職業理解） 

   ３年次 ２年次後半から、３年次ゼロ学期とした進路指導 

     地元企業理解を進めた上で将来就く職業・業種を考えていく。ミスマッチを防ぐために。 

 

３ 本年度の重点取組み 

 （１）学力向上に向けた対応 

   ・新教育課程に則した指導を行い、生徒の状況や入試制度の変更に対応した指導を行う。 

   ・朝学習を活用し、模試へのモチベーションを上げる等各指導の連動性を高め進路実現につなげる。 

   ・模試の結果を反映させた面談指導を充実させ、本校卒業後の対応力や目標を明確化させること。 

 

（２）医療従事者希望への対応 

    ・高校生 1日看護体験参加（全年次） 

    ・医療看護系模試の実施（３年、２年）  

     妻有・魚沼地域・新潟県内に定着してくれる学生を求めている。（医療従事者の確保） 

 進学実績（看護系進学者） 

Ｒ６年度 大学０、専門７（指定校２、公募 2、総合型３ 

Ｒ５年度 大学０、専門８（指定校３、公募２、一般１） 

Ｒ４年度 大学１、専門８ 

    ・医療系従事者向けの奨学金制度多数あり。 

 
 
 

１学校・生活面において 

（１）遅刻・早退・欠席をしない。時間を守り、規則正しい生活を送る。 

８：３０朝学習開始 

   （２）学業・部活動・生徒会活動・資格取得などに力を入れる。 

・評定平均は進学だけでなく就職にも関係あり → 平均3.5以上を目標に （奨学金の無償貸与の基準） 

   ・部活動３年間継続は最大のアピール 

（３）将来を見据えた科目選択 

・進路先や受験で必要な科目を選択する。（秋に次年度の選択科目が確定） 

安易な科目選択は進路選択の幅を狭める 

 

２ 家庭において 

（１）生徒と保護者一緒に進路（将来）の話をする。子どもまかせにしない。 

（２）進学費用の話を早期に行い、進学の可否を早めに子どもと相談する。 

   ・日本学生支援機構の奨学金の予約申し込みは、3年の５～7月頃。奨学金の利用は慎重に考える。･･･借金です。 

（学校を卒業→就職･･･途中で離職するなど返済不能となることも想定し検討が必要） 

・返済不要の奨学金（給付型）や特待生制度なども視野に入れる。 

・進学費用の捻出が難しい時には、早めに生徒に伝えて欲しい。 

合格後、入学金払い込みの段階で「こんなにお金がかかるとは思ってなかった、辞退したい・・・」というケースがあり

ます。（学校推薦の場合入学辞退できません。）  

 ※推薦入試、総合型選抜の入学金等の支払い時期は、3年の 10月～12月頃です。 

（合格発表の約2週間後に納入が必要。大学：５０万～８０万程度） 

～ご家庭へのお願い～ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年度卒業生 進路概況          （令和７年３月 31日現在） 

進 路 種 別 男 女 合計 ％  昨年度卒業生(％)  

大 学 2２ 11 33 24.1  15.3 

短 期 大 学 0 1 1 0.7  1.3 

専修・各種学校等 25 4２ 6７ 48.9  54.0 

職業能力開発施設等 3 0 3 2.2  0.0 

就 職 
民間企業 10 14 24 17.5  24.7 

公 務 員 1 3 4 2.9  1.3 

そ の 他 1 ４ ５ 3.6  3.3 

合   計 62 75 137 100.0  100.0 
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１．就職者職種別人数 
 

管理的 

業務 

研究 

技術 

法務 

経営等 

医療 

看護 

保健 

保育 

教育 

事務的 

業務 

販売 

営業 

福祉 

介護 
サービス 

警備 

保安 
農林漁業 

製造 

修理 

塗装 

製図 

配送 

輸送 

機械運転 

建設 

土木 

電気工事 

運搬 

清掃 

包装 

選別 

合計 

男       1   2  1 1 5 1 11 

女      2 1  ４ 3 １ 6    17 

２．民間企業就職者の地域別人数         

  十日町管内 県内 県外（県内勤務） 県外 合計 

男子 ４ ４ 0 ２ 10 

女子 ５ ５ １ ３ 14 

合計 ９ ９ １ ５ 24 

 

【
魚
沼
・
南
魚
沼
管
内
】
（
１
名
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Ｈ
Ｒ
Ｔ
ニ
ュ
ー
オ
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【
長
岡
管
内
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（
１
名
） 

ヤ
マ
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輸 

株
式
会
社 

長
岡
主
管
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【
上
越
管
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（
４
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株
式
会
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ブ
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ボ
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上
越
営
業
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越
中
央 

日
立
Ａ
ｓ
ｔ
ｅ
ｍ
ｏ
株
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社 

上
越
工
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【
新
潟
管
内
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（
２
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株
式
会
社 

中
山
工
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株
式
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ブ
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【
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員
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際
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３
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長
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員
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長
岡
こ
ど
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医
療
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護
専
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学
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（
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新
潟
会
計
ビ
ジ
ネ
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専
門
学
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新
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県
農
業
大
学
校 

新
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県
立
十
日
町
看
護
専
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学
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） 

新
潟
公
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潟
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 近年、自殺をしたこどもの数は増加傾向

が続き、深刻な状況にあります。 

 こどもの自殺は、他の世代に比べて遺

書が残されていないことが多く、原因が

特定されない場合は少なくありません。ま

た、大人には信じられないような些細なき

っかけで自ら命を絶つこともあります。 

保護者向け「こどもの自殺予防リーフレット」 

令和７年３月 

 

 

 

 

こどもの自殺の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

思春期・青年期は、友人や家族の人間関係、進路や生き方など、多くの悩みを抱えて葛藤が生じや

すい時期です。そして、次のような心理状態は自殺のリスクを高めます。 

 

 

 

 

 

 

こどもが発信するＳＯＳ 

次のような状態は、保護者にとって「困った行動」に見えることがありますが、お子さんが発信してい

る SOS かもしれません。また、こどもは家庭と学校とで異なる様子を見せることがあります。気なる様

子が見られたら、学校での様子を学級担任等に聞いてみましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こどものＳＯＳに気付くために 

孤立感：    「誰もわかってくれない」「居場所がない」 

無価値観：   「私なんかいない方がいい」「生きていても仕方がない」 

強い怒り：    やり場のない気持ちを、他者や自分に怒りとして向ける。 

苦しみが永遠に続くという思い込み：  「解決できない」 

自殺以外の解決方法が思い浮かばない：  「自分が消えるしかない」 

家族と話した
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厚生労働省「令和６年中における自殺の状況」より生徒指導課作成 



こどものＳＯＳに気付いたら 

こどもは自分自身の危機に気付いていないこともあります。「何でもない」「大丈夫」と言っても、本

当は大丈夫ではないことがあるため、大人から声を掛けることが大切です。ＳＯＳに気付いたら、ＴＡＬＫ

（トーク）の原則に基づいて対応しましょう。 

ＴＡＬＫ（トーク）の原則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

保護者が自分自身を責め過ぎないようにしましょう 

子育てに悩んだ時、保護者として情けなく思ったり、恥ずかしいと感じてしまうことがあり

ます。このような気持ちが続くと、問題を一人で抱え込んでしまい、対応を遅らせてしまいま

す。信頼できる人や学校の先生、公的相談窓口等に相談してください。 

学校や公的相談窓口に相談する 

学校への相談 

お子さんの様子が気になるときは、すぐに学級担任や学校の相談窓口にご相談ください。 

学校では、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーも活用できます。 

学校以外の電話やメールでの相談（いじめ以外の相談にも応じています） 

24時間子供 SOSダイヤル             ℡：0120-0-78310（毎日 24時間、通話料無料） 

または 新潟県いじめ・不登校等相談電話 ℡：025-285-1212（毎日 24時間、通話料がかかります） 

県立教育センター教育相談 ※来所相談も可     ℡：025-261-0410（平日 9:00～17:00、通話料がかかります） 

 

新潟県いじめ・不登校等相談メール 

    ｱﾄﾞﾚｽ： ijime@mailsoudan.org 

 

ＳＯＳの出し方に関する授業 

学校では児童生徒向けの「ＳＯＳの出し方に関する授業」を実施しています。児童生徒がＳＯＳを出

せるようになるには、「ＳＯＳを受け止めてもらえそうだ」という安心感が大切です。家庭でも学校でもお

子さんが安心して相談できる環境づくりに努めていきましょう。 

 

Tell 

 

Ask 

 

Listen 

 

Keep Safe 

 

： 心配していることを言葉に出して伝える。 

    例）「とてもあなたのことが心配だわ」「話してくれてありがとう」 

： 生きるのがつらいほどの苦しみについて、率直に尋ねる。 

    例）「どんなときに生きているのがつらいと思うの？」 

： 話を遮らず、じっくりこどもの話を聞く。 

    例）「つらかったね」「よく頑張ってきたね」 

： 決して一人にせず、こどもの安全を確保し、 

学校や専門家・専門機関に相談する。 

このリーフレットは、文部科学省「教師が知っておきたい子どもの自殺予防」を参考に作成しました。 

新潟県教育委員会 

※「ＳＯＳの出し方に関する授業」の概要は、「新潟県いじめ対策ポータル」で閲覧できます。 

mailto:ijime@mailsoudan.org】


日 曜 学校行事等 日 曜 学校行事等 日 曜 学校行事等 日 曜 学校行事等 日 曜 学校行事等 日 曜 学校行事等

1 火 1 木 1 日 進研共テ模試(3年) 1 火 第２回考査 1 金 1 月

2 水 2 金 2 月 2 水 第２回考査 2 土 2 火

3 木 3 土 憲法記念日 3 火 3 木 第２回考査　交通講話・命（5限） 3 日 3 水
1年次職業ｱｸｾｽ(S) 2年次SNS適性利用講
座(L)  3年次 LHR

4 金 4 日 みどりの日 4 水 体育祭予行(56限) 4 金 4 月 4 木

5 土 5 月 こどもの日 5 木 体育祭(雨天時木曜授業) 5 土 5 火 5 金

6 日 6 火 (みどりの日の)振替休日 6 金 面談日(5分短､体育祭延期の場合) 6 日 6 水 6 土

7 月 前期始業式　入学式 7 水
火曜(123.LHR.56限) 1年次みだしなみ検査(L)3年次
小論文講演会(L)2年次修学旅行事前指導②(L) 7 土 7 月 7 木 7 日

8 火
対面式、部・同好会説明会（12限）
基礎力診断ﾃｽﾄ①全年次3～6限 8 木 生徒対象救命講習会(放課後)　尿検査２次 8 日 8 火 2年次性の保健講話(6限) 8 金 学校閉庁日 8 月

9 水
1年次1～3限課題ﾃｽﾄ・学校生活ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ
(産社2h)全年次LHR(1年次個人写真撮影) 9 金 9 月

体育祭予備日　面談週間①（5分短～
6/13） 9 水

1年次自己探究②(S) 2年次ｲﾝﾀｰﾝｼｯ
ﾌﾟ事前指導①(S)  3年次 LHR 9 土 学校閉庁日④ 9 火

10 木 10 土 10 火 防災器具説明会（放課後） 10 木 10 日 学校閉庁日⑤ 10 水
基礎力診断ﾃｽﾄ②12年次1～5限
生徒会選挙・立会演説会(6限)

11 金 委員会登録（放課後） 11 日 学校閉庁日① 11 水 第1回同和教育学習会(6限S) 11 金 11 月 山の日　学校閉庁日⑥ 11 木

12 土 進研記述模試(3年) 12 月 12 木 12 土 12 火 学校閉庁日 12 金

13 日 進研記述模試(3年) 13 火 13 金
防災避難訓練（5限迄5分短6限実施）
漢字検定　硬筆検定

13 日 13 水 学校閉庁日 13 土 ﾍﾞﾈｯｾ駿台共テ模試(3年)

14 月 14 水
1年次基礎力診断ﾃｽﾄ振り返り(L)2年次
LHR  3年次進路ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ(L)

14 土 学校閉庁日③ 14 月 14 木 学校閉庁日 14 日 ﾍﾞﾈｯｾ駿台共テ模試(3年)

15 火
部・同好会編成（放課後）
心臓・X線1年次9:00～11:00
　

15 木 第１回考査 15 日 15 火 15 金 学校閉庁日 15 月 敬老の日

16 水
1年次保健講話(SC紹介) 2年次上級学校見学
事前指導　3年次体育祭ﾘｰﾀﾞｰ決め（6限）

16 金 第１回考査 16 月 16 水
1年次自己探究③(S) 2年次ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ
事前指導②(S) 3年次保健講話(L)

16 土 16 火 就職試験開始　 　

17 木 身体計測（６限）　　　　尿検査１次 17 土 17 火 ２年次修学旅行① 17 木 17 日 17 水
全年次赤城祭企画2次（LHR）
月曜授業(12356限)

18 金 十総交歓会 18 日
学校閉庁日②
工事のため終日停電

18 水
 1年次自分を知る(S) ２年次修学旅行②
３年次 SOSの出し方授業(L)

18 金 18 月 18 木

19 土 19 月 第１回考査 19 木 ２年次修学旅行③ 19 土 19 火 19 金

20 日 20 火 第１回考査  結団式・選手決め（午後） 20 金 ２年次修学旅行④ 20 日 20 水 20 土

21 月 21 水 6限 いじめ対策・SNS適性利用講演会 21 土 21 月 海の日 21 木 21 日

22 火 歯科検診9：00～11：30 22 木 22 日 22 火 ５分短縮授業　 22 金 22 月

23 水
激励会・生徒総会・軍編成
（5限迄5分短拡大6限）

23 金 第１回英語検定　内科検診 月 23 水
5分短縮授業  12年次ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ
3年次進路ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ(L)

23 土 23 火 秋分の日　 学校閉庁日⑧

24 木 バイク実技講習会① 24 土
PTA総会(3限後昼休み4限授業公開)
月曜授業1～4

24 火 24 木 ５分短縮授業　全校集会②　LHR 24 日 24 水
1年次上級学校見学事前指導(S)
23年次 LHR

25 金 25 日 25 水
1年次自己探究(S) 2年次修学旅行振り返り
(L) 　　　3年次進路ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ（L) 25 金 夏季休業日（～8/25） 25 月 25 木 第３回考査

26 土 26 月 PTA総会代休 26 木 26 土 26 火 全校集会③　LHR　1年次課題ﾃｽﾄ　     26 金 第３回考査

27 日 27 火 27 金 27 日 27 水
全年次赤城祭企画1次(L)月曜授業23456
限 面談週間②(5分短～9/2)

27 土 学校閉庁日⑦

28 月 28 水
1年次総探とは(S)  2年次上級学校
模擬授業　3年次進路ガイダンス(L)

28 土 進研記述模試(3年) 28 月 28 木 28 日 全商情報処理検定

29 火 昭和の日 29 木 2年次科目選択ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ(L) 29 日
進研記述模試(3年)
全商ビジネス文書実務検定

29 火 29 金 29 月 第３回考査

30 水
1年次SNS適性利用講座(L)2年次修学旅行事
前指導①(L)3年次進路ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ(L)

30 金 30 月 第２回考査 30 水 30 土 30 火 第３回考査

31 土 進研共テ模試(3年) 31 木 31 日

※ SC ＝ ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ　 ※  L ＝ LHR バイク実技講習会②

     S ＝総合的な探究の時間

　　　(以下同じ)

令和７年４月３日
新潟県立十日町総合高等学校

９月７月 ８月

令和７年度 年間行事計画 ※年間授業時数算出のため、学校行事を仮に記載している場
合があります。

※　１年次授業必要時数週29時間×35週
　 　＝1015時間＋α

４月 ５月 ６月



日 曜 学校行事等 日 曜 学校行事等 日 曜 学校行事等 日 曜 学校行事等 日 曜 学校行事等 日 曜 学校行事等

1 水 後期始業式　 1 土 ﾍﾞﾈｯｾ駿台共テ模試(3年) 1 月 第4回考査 1 木 元日 1 日 全商商業経済検定 1 日

2 木 2 日 ﾍﾞﾈｯｾ駿台共テ模試(3年) 2 火 第4回考査 2 金 2 月 2 月 卒業式

3 金 月曜授業  第２回英語検定 3 月 文化の日 3 水 球技大会選手決め（6限） 3 土 3 火 3 火 月1.2限 　　　　　　　　　一般選抜準備

4 土 4 火 4 木 4 日 4 水 第3回同和教育学習会(6限12年S) 4 水 一般選抜学力検査

5 日 5 水 第2回同和教育学習会(6限S) 5 金 5 月 5 木 5 木

6 月 6 木 6 土 6 火 6 金 6 金

7 火 7 金 小学校交流事業(農業) 7 日 7 水 定時退庁日 7 土 7 土 学校閉庁日⑫

8 水
1年次上級学校見学振り返り(S) 2年次LHR
3年次 SNS適性利用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ(L) 8 土 8 月 8 木 全校集会⑤ ＬＨＲ 1年次課題ﾃｽﾄ 8 日 8 日

9 木 9 日 全商ビジネス計算実務検定 9 火 9 金
月曜授業
基礎力診断ﾃｽﾄ③12年次1～5限 9 月

　　　　　　　　　　　　　特色化選抜面接
日 9 月

(月3～6限)
 一般選抜学力検査(追検査)

10 金 10 月 10 水
1年次小論文を書く(S)  2年次ｷｬﾘｱ代表決
定  3年次法律ｾﾐﾅｰ(L)

10 土 10 火 3年次登校日　3年次補習① 10 火 火1.2限　

11 土 ﾍﾞﾈｯｾ駿台記述模試(3年) 11 火 11 木 11 日 11 水 建国記念の日 11 水 金1～4限

12 日 ﾍﾞﾈｯｾ駿台記述模試(3年) 12 水
1年次学問探究②(S) 2年次性の保健
講話 3年次総合学科ﾌﾟﾚｾﾞﾝ予行

12 金 12 月 成人の日 12 木 第5回考査(12年次)　3年次補習② 12 木
　　　　　　　　　　　　一般・特色化合格

13 月 スポーツの日 13 木 13 土 13 火         面談週間③(5分短～1/19) 13 金 第5回考査(12年次)　3年次補習③ 13 金 火3.4限　

14 火 14 金 14 日 14 水
1年次ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟについて(S)  2年次小論文
学習①  3年次 ﾀﾌﾞﾚｯﾄ返却・ﾛｯｶｰ整理(L) 14 土 学校閉庁日⑪ 14 土

15 水 同和教育講演会(5限迄5分短拡大6限)(S) 15 土 15 月 15 木 15 日 15 日

16 木 月曜授業　 16 日 16 火 16 金 16 月 第5回考査(12年次) 3年次追認考査① 16 月 火5.6限　

17 金 17 月 17 水
1年次ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ② 2年次ｷｬﾘｱ年次代表決
定  3年次 LHR 17 土 大学入学共通テスト 17 火 第5回考査(12年次) 3年次追認考査② 17 火 金5.6限

18 土 18 火 18 木 18 日
大学入学共通テスト
全商情報処理検定

18 水
第5回考査･3年次追認考査予備日
1年次ｽｷｰ実習事前指導(L)2年次LHR

18 水 (月1.2限)      　 二次募集学力検査等

19 日 19 水
1年次小論文講演会  2年次LHR
3年次主権者教育(L)

19 金 ｷｬﾘｱ教育発表会(4～6限) 19 月 19 木 19 木 後期終業式　　　　

20 月 20 木 20 土 20 火 20 金 1年次ｽｷｰ実習 20 金 春分の日

21 火 21 金 21 日 21 水
1年次ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ訪問先希望調査(S)
23年次 LHR 21 土 21 土

22 水 赤城祭準備(6限) 22 土 22 月 ５分短縮授業　 22 木 第5回考査(3年次) 22 日 22 日 年度末休業日（～3/31）

23 木 23 日
勤労感謝の日
全商ビジネス文書実務検定

23 火 球技大会① 23 金 第5回考査(3年次)　第3回英語検定 23 月 天皇誕生日 23 月

24 金 1～3限5分短 赤城祭準備(456限) 24 月 振替休日 24 水 球技大会②　全校集会④  LHR 24 土 24 火 24 火

25 土 赤城祭 25 火 25 木 冬季休業日（～1/7） 25 日 全商簿記実務検定 25 水 1年次ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘｵ③(S) 2年次ﾀﾌﾞﾚｯﾄ点検(L) 25 水

26 日 26 水
1年次小論文を書く①
23年次 LHR 26 金 26 月 第5回考査(3年次) 26 木 26 木

27 月 赤城祭代休 27 木 第4回考査 27 土 27 火 第5回考査(3年次)　3年次年次指導 27 金 卒業式予行 27 金

28 火 28 金 第4回考査 28 日 学校閉庁日⑩ 28 水

　
第5回考査(3年次)予備日　1年次SOSの出
し方授業(L) 　2年次小論文学習②(L)

28 土 28 土

29 水
月曜授業(23456限) 1年次学問探究①(S)
2年次進路講演会 3年次 LHR

29 土 学校閉庁日⑨ 29 月 学校閉鎖(～1/3) 29 木 29 日

30 木 30 日 30 火 30 金 30 月

31 金 31 水 31 土 31 火

薬物乱用防止講話（または11月）

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月


